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規 
 

則 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様

式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様

式
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
（
裏
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

若
し

く
は

業
務

提
供

誘
引

販
売

業
を

行
う

者
 

、
業

務
提

供
誘

引
 

販
売

業
を

行
う

者
若

し
く

は
購

入
業

者
 

第
６

６
条

第
１

項
（

同
条

第
６

項
に

お
い

て
読

 

み
替

え
て

 
第

６
６

条
第

１
項

（
同

条
第

６
項

に
お

い
て

 

埼
玉
県
規
則
第
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
イ
ー
シ
エ
ン 

三 

代
表
者
の
氏
名 

長
嶋 

義
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
八
百
三
十
六
番
地
七
十 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
を
も
つ
者
及
び
そ
の
家
族
、
そ
の
他
援
助
を
必
要
と
す
る
者
に
対

し
、
精
神
の
健
康
及
び
日
常
生
活
支
援
等
を
行
い
、
地
域
の
精
神
保
健
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
結 

三 

代
表
者
の
氏
名 

和
田 

正
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
越
谷
市
東
大
沢
三
丁
目
二
番
地
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
重
い
障
害
を
持
つ
人
と
高
齢
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
に
向
け
て
、
地
域
に
根

ざ
し
た
生
活
を
快
適
に
過
ご
し
、
安
心
し
て
豊
か
な
暮
ら
し
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
新
し
い
福

祉
支
援
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に

お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
っ
ぴ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

瓜
田 

淑
子 

 
 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
番
匠
百
七
十
一
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
知
的
ハ
ン
デ
ィ
を
持
つ
人
達
が
、
自
立
し
た
生
活
を
望
み
な
が
ら
も
家
庭
環 

 

境
や
、
住
宅
事
情
な
ど
で
自
立
し
た
生
活
が
出
来
な
い
人
を
対
象
に
、
生
活
の
場
を
提
供
し
、 

 

様
々
な
体
験
を
通
し
社
会
自
立
へ
向
け
て
の
指
導
・
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
二
月
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
小
児
禁
煙
研
究
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

井
埜 

利
博 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
熊
谷
市
箱
田
一
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
小
児
に
お
け
る
喫
煙
・
受
動
喫
煙
関
連
疾
患
お
よ
び
禁
煙
推
進
に
関
す
る
研

究
、
教
育
及
び
普
及
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぬ
く
も
り
福
祉
会
た
ん
ぽ
ぽ 

二 

代
表
者
の
氏
名 

桑 

山 

和 

子 

三 

主
た
る
事
務
所
（
及
び
そ
の
他
の
事
務
所
）
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
飯
能
市
落
合
二
九
〇
番
四 

四 

当
該
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
七
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
六
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ
ス
モ
ス
・
ア
ー
ス 

二 

代
表
者
の
氏
名 

大 

塚 

健 

司 

三 

主
た
る
事
務
所
（
及
び
そ
の
他
の
事
務
所
）
の
所
在
地 

イ 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
二
丁
目
二
七
二
番
地 

ロ 

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
戸
崎
三
八
四
番
地
五 

四 

当
該
認
定
の
有
効
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
吉
川
市
か
ら
吉
川
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
（
仮
称
）
越
谷
都
市
計
画
事
業
吉

川
美
南
駅
周
辺
地
域
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ

た
。 

 

な
お
、
関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村
並
び
に
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及

び
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村 

 
 

吉
川
市
、
草
加
市
、
越
谷
市
、
八
潮
市
、
三
郷
市
、
千
葉
県
流
山
市 

 
 

 
 

 

二 

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間 

 

イ 

場
所 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 

吉
川
市
都
市
計
画
課 

 
 

 

草
加
市
住
宅
・
都
市
計
画
課 

 
 

 

越
谷
市
都
市
計
画
課 

 
 

 

八
潮
市
都
市
デ
ザ
イ
ン
課 

 
 

 

三
郷
市
都
市
計
画
課 

 
 

 

千
葉
県
流
山
市
環
境
政
策
課 

 

ロ 

期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日
（
火
）
ま
で
（
た 

 
 

だ
し
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
） 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
八
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
東
松
山
市
松
本
町
一
丁
目
四
千
七
百
一
番
二
の
一
部
） 

二 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
十
九
号





告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ヒ
マ
ラ
ヤ
新
座
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
新
座
都
市
計
画
事
業
新
座
駅
南
口
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
五
十
五
街
区 

 
 

外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

・ 

新
座
市
が
平
成
十
九
年
九
月
に
策
定
し
た
「
新
座
市
小
売
事
業
者
等
に
よ
る
地
域
の
活 

 
 

 

性
化
に
関
す
る
条
例
」
並
び
に
埼
玉
県
が
平
成
十
九
年
十
月
に
策
定
し
た
「
大
型
店
、
チ 

 
 

 

ェ
ー
ン
店
の
地
域
商
業
貢
献
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
地
域
商
業
活
性
化 

 
 

 

の
中
心
的
担
い
手
で
あ
る
新
座
市
商
工
会
に
加
入
し
、
地
域
事
業
者
と
共
に
適
正
な
商
業 

 
 

 

環
境
と
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
。 

 
 

・ 

退
店
や
撤
退
と
な
っ
た
場
合
、
早
期
に
情
報
提
供
を
お
願
い
し
た
い
。 

 
 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
〇
二
五
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
○
一
一
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
米
田
字
四
ノ
耕
地
七
〇
二
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
久
米
田
二
六
七
番
地
二 

 
 

尾
﨑 

広
行 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

井 

登
喜
雄 

   



 

第
六
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
三
年
十
二

月
十
二
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
字
三
軒
西
前
千
八
百
五

十
七
番
七
、
千
八
百
五
十
七
番
九 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

五
十
二
・
七
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

井 

登
喜
雄 

   



 

第
一
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
四
月

五
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
嘉
美
五
百
十
一
番
一 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
十
七
・
八
九
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

井 

登
喜
雄 

   



 

第
二
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
五
月

二
十
八
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
大
御
堂
字
中
通
東
二
百
九
十
八

番
三 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

八
十
三
・
七
八
七
メ
ー
ト

ル 指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

井 

登
喜
雄 

   



 

第
三
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
六
月

二
十
一
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
牟
礼
字
福
泉
坊
千
四
百
九
十
五

番
一 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

五
十
・
八
八
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

井 

登
喜
雄 

   



 

第
四
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
七
月

三
十
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
長
浜
字
藤
木
戸
前
千
三
十
番
八 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
十
三
・
九
七
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

井 

登
喜
雄 

   



 

第
五
号 

指
定
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
四
年
九
月

四
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
長
浜
字
水
窪
九
百
二
十
三
番
六 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
十
一
・
三
四
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
二
メ
ー
ト
ル 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 
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